
【 総 括 】

Ⅰ 予 算 １件 ・平成３０年度奈良県一般会計補正予算（第３号）

Ⅱ 条 例 ７件 ・奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

・奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条

例等の一部を改正する条例

・一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

・奈良県税条例の一部を改正する条例

・奈良県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例

・建築基準法施行条例の一部を改正する条例

・奈良県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例

Ⅲ 契約等 ７件 ・道路整備事業にかかる請負契約の締結について

・道路整備事業にかかる請負契約の変更について

・奈良公園施設魅力向上事業にかかる請負契約の変更について

・公立大学法人奈良県立医科大学中期目標の制定について

・地方独立行政法人奈良県立病院機構中期目標の制定について

・奈良県道路公社の解散について

・当せん金付証票の発売について

Ⅳ 報 告 ２件 ・地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告について

国家賠償請求事件について

損害賠償額の決定について

損害賠償額の決定について

・地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について

自動車事故にかかる損害賠償額の決定について

合 計 １７件

１１月定例県議会提出予定議案の概要
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【 概 要 】

Ⅰ 予 算

１ 平成30年度奈良県一般会計補正予算（第３号） 4,118,568千円

繰越明許費 追加 293,400千円

債務負担行為 追加 1,669,834千円 変更 1,206,000千円

【総括表】

政策体系別内訳 （金額欄は再掲を含む）

（単位：千円）

１ 平成３０年台風２０号、２１号、２４号等
2,166,152

による災害に対応します。

２ 健康寿命日本一を達成するとともに、
高齢者や障害者を含む誰もが健やかに 56,444
暮らせる地域づくりを進めます。

３ 奈良県経済の好循環を促進し、働きやすく、
181,800

良く学べる地域社会をつくります。

４ 農・畜産・水産業の振興と農村活性化や、
林業・木材産業の振興と新たな森林環境管理 188,800
体制の構築を進めます。

５ 奈良が有する観光資源や歴史・文化資源を
活用し、県内への誘客を促進し、 51,277
観光産業を振興します。

６ 県土マネジメントを推進し、
1,906,924

住みよいまちづくりをします。

７ 経営資源の活用による行財政マネジメントを
1,733,323

推進します。

財 源 内 訳
（単位：千円）

分担金及び負担金 89,974

特 国 庫 支 出 金 1,466,169

定 財 産 収 入 137

財 繰 入 金 2,750

源 諸 収 入 17,000

県 債 742,900

一 般 財 源 1,799,638

一般財源の内訳
（単位：千円）

地 方 交 付 税 482,939

繰 越 金 1,316,699

予 算 の 規 模
（単位：千円）

補 正 後 予 算 総 額 513,479,236

当 初 予 算 比 1.3％増

前 年 度 同 期 比 4.7％増
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奈良県一般会計補正予算（第３号）の事業概要

（政策体系別）

（注）
１ 事業名欄には、当該事業の実施主体について、以下の区分により記載しています。

国実施････････････････････国が行う事業であり、県の予算は国に対する負担金です。
県実施････････････････････県が直接行う事業です。
市町村実施、民間実施等････市町村や民間団体等が行う事業であり、県の予算は市町村や民間団体

等に対する負担金・補助金です。

２ 事業内容欄に記載している負担区分は、実施主体の事業費に対する標準的な負担区分です。
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１ 平成３０年台風２０号、２１号、２４号等による災害に対応します。

担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

公共土木施設災害復旧事 被災した公共土木施設の復旧 千円
業 負担区分 国2/3・県1/3 1,445,000 県土マネジメント部

(債務負担行為 砂防・災害対策課
○31～○32

県実施 1,206,000)

河川災害関連事業 被災した河川構造物の復旧 186,000 県土マネジメント部
負担区分 県10/10 (債務負担行為 河 川 課

県実施 ○31 49,000)

農地及び農業用施設災害 被災した農地及び農業用施設の復旧に対し補助

復旧事業 補助先 五條市、御杖村、野迫川村

負担区分 農地 国96.2％・市町村又は受益者 3.8％､ 31,300 農 林 部

国87.6％・市町村又は受益者12.4％ 農 村 振 興 課

施設 国98.8％・市町村又は受益者 1.2％､

市町村実施 国96.7％・市町村又は受益者 3.3％

被災農業者向け経営体育 平成30年７月豪雨、台風21号及び24号により被災し
成支援事業 た農業用施設の復旧を支援する市町村に対し補助

補助先 奈良市外22市町村
負担区分
再建・修繕 188,800 農 林 部
国1/2・県1/12・市町村1/12・実施主体1/3、 担 い 手 ・ 農 地
国3/10・県1/12・市町村1/12・実施主体8/15、 マネジメント課
国2/5・県1/12・市町村1/12・実施主体13/30

撤去
民間実施 国1/2・県1/4・市町村1/4

林道災害復旧事業 被災した林道の復旧に対し補助
補助先 五條市、曽爾村、天川村、野迫川村、 151,900 農 林 部

十津川村、上北山村 森 林 整 備 課
市町村実施 負担区分 国90％・市町村10％、国80％・市町村20％

高等学校災害復旧事業 被災した奈良高校法面及び生駒高校渡り廊下等の復
旧 123,400 教 育 委 員 会

県実施 負担区分 国2/3・県1/3 学 校 支 援 課

文化財保存事業費補助金 被災した国指定文化財等の復旧に対し補助
大峯奥駈道、春日大社本社（板蔵・着到殿）・境内
・防災設備、法隆寺律学院本堂 ほか

負担区分 国70％・県４％・実施主体26％、
国70％・県15％・実施主体15％、
国25％・県25％・実施主体50％ 20,877 地 域 振 興 部

被災した県指定文化財の復旧に対し補助 文化資源活用課
志都美神社の社そう、往馬大社の社そう、杵築神 ・
社本殿 ほか 教 育 委 員 会

負担区分 県50％・実施主体50％、 文 化 財 保 存 課
市町村・民間実施 県60％・実施主体40％

重要文化財等修理受託事 被災した国指定文化財の復旧
業 春日大社本社（板蔵・着到殿）、法隆寺律学院本堂 17,000 教 育 委 員 会

県実施 負担区分 国70％・県４％・実施主体26％ 文化財保存事務所

平成30年７月豪雨災害弔 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔
慰金の給付 慰金を支給した市に対し補助 1,875 福 祉 医 療 部

補助先 大和郡山市 地 域 福 祉 課
市町村実施 負担区分 国1/2・県1/4・市1/4
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２ 健康寿命日本一を達成するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが健やかに暮らせる地
域づくりを進めます。

担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

地域医療介護総合確保基 地域における医療及び介護の総合的な確保を促進す 千円
金積立金 るための基金の積み増し 54,569 福 祉 医 療 部

県実施 負担区分 国2/3・県1/3 企 画 管 理 室

平成30年７月豪雨災害弔 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔
慰金の給付 （再掲） 慰金を支給した市に対し補助 1,875 福 祉 医 療 部

補助先 大和郡山市 地 域 福 祉 課
市町村実施 負担区分 国1/2・県1/4・市1/4

３ 奈良県経済の好循環を促進し、働きやすく、良く学べる地域社会をつくります。

担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

高等学校耐震化事業 耐震化（改築）について、設計を前倒し 千円
山辺高校、郡山高校、磯城野高校、大宇陀高校、
王寺工業高校

Ｉｓ値0.3未満の建物について、耐震化まで、安全確
保の措置を実施
仮校舎等の設置 58,400 教 育 委 員 会
奈良朱雀高校、奈良高校、山辺高校、大宇陀高 (債務負担行為 学 校 支 援 課
校、高田高校 ○31～○34

奈良高校の仮体育館は、後に他目的の用途に活 1,408,092)
用が可能な木造の施設で対応

校外施設への移動
奈良高校

補強工事の一部を応急的に実施
奈良朱雀高校

県実施 負担区分 県10/10

高等学校災害復旧事業 被災した奈良高校法面及び生駒高校渡り廊下等の復
（再掲） 旧 123,400 教 育 委 員 会
県実施 負担区分 国2/3・県1/3 学 校 支 援 課

４ 農・畜産・水産業の振興と農村活性化や、林業・木材産業の振興と新たな森林環境管理
体制の構築を進めます。

担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

なら食と農の魅力創造国 フードクリエイティブ学科にかかる調理実習等の運 千円
際大学校運営事業 営 － 農 林 部

負担区分 県10/10 (債務負担行為 担 い 手 ・ 農 地
○31～○33 マネジメント課

県実施 128,142)

被災農業者向け経営体育 平成30年７月豪雨、台風21号及び24号により被災し
成支援事業 （再掲） た農業用施設の復旧を支援する市町村に対し補助

補助先 奈良市外22市町村
負担区分
再建・修繕 188,800 農 林 部
国1/2・県1/12・市町村1/12・実施主体1/3、 担 い 手 ・ 農 地
国3/10・県1/12・市町村1/12・実施主体8/15、 マネジメント課
国2/5・県1/12・市町村1/12・実施主体13/30

撤去
民間実施 国1/2・県1/4・市町村1/4
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５ 奈良が有する観光資源や歴史・文化資源を活用し、県内への誘客を促進し、観光産業を
振興します。

担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

ムジークフェストなら 文化芸術活動の活性化を図るとともに誘客を促進す 千円

2019開催事業 るため、全国から高い注目を集める音楽祭を開催

時期 平成31年５月18日～６月９日

内容 奈良公園春日野園地での大規模野外コンサ 13,400 地 域 振 興 部

ートや社寺を中心に開催する奈良ならでは (債務負担行為 文 化 振 興 課

のコンサートに加え、新たにぐるっとバス ○31 78,400)

と連携した周遊企画を実施するなど県内各

地でコンサートを開催

民間実施 負担区分 民間負担分を除き県10/10

文化財保存事業費補助金 被災した国指定文化財等の復旧に対し補助

（再掲） 大峯奥駈道、春日大社本社（板蔵・着到殿）・境内

・防災設備、法隆寺律学院本堂 ほか

負担区分 国70％・県４％・実施主体26％、

国70％・県15％・実施主体15％、

国25％・県25％・実施主体50％ 20,877 地 域 振 興 部

被災した県指定文化財の復旧に対し補助 文化資源活用課

志都美神社の社そう、往馬大社の社そう、杵築神 ・

社本殿 ほか 教 育 委 員 会

負担区分 県50％・実施主体50％、 文 化 財 保 存 課

市町村・民間実施 県60％・実施主体40％

重要文化財等修理受託事 被災した国指定文化財の復旧

業 （再掲） 春日大社本社（板蔵・着到殿）、法隆寺律学院本堂 17,000 教 育 委 員 会

県実施 負担区分 国70％・県４％・実施主体26％ 文化財保存事務所

６ 県土マネジメントを推進し、住みよいまちづくりをします。

担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

公共土木施設災害復旧事 被災した公共土木施設の復旧 千円

業 （再掲） 負担区分 国2/3・県1/3 1,445,000 県土マネジメント部

(債務負担行為 砂防・災害対策課

○31～○32

県実施 1,206,000)

河川災害関連事業 被災した河川構造物の復旧 186,000 県土マネジメント部

（再掲） 負担区分 県10/10 (債務負担行為 河 川 課

県実施 ○31 49,000)

農地及び農業用施設災害 被災した農地及び農業用施設の復旧に対し補助

復旧事業 （再掲） 補助先 五條市、御杖村、野迫川村

負担区分 農地 国96.2％・市町村又は受益者 3.8％､ 31,300 農 林 部

国87.6％・市町村又は受益者12.4％ 農 村 振 興 課

施設 国98.8％・市町村又は受益者 1.2％､

市町村実施 国96.7％・市町村又は受益者 3.3％
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担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

十津川・紀の川２期地区 国営農業用水再編対策事業費償還金 千円

農業水利事業費負担金 事業完了に伴う受益者負担金の繰上償還 89,974 農 林 部

国実施 負担区分 受益者10/10 農 村 振 興 課

林道災害復旧事業 被災した林道の復旧に対し補助

（再掲） 補助先 五條市、曽爾村、天川村、野迫川村、 151,900 農 林 部

十津川村、上北山村 森 林 整 備 課

市町村実施 負担区分 国90％・市町村10％、国80％・市町村20％

吉野山地区のまちづくり 県と吉野町とのまちづくりに関する包括協定に基づ

推進事業 き、吉野町が実施する吉野山地区における周遊性を

高める移動手段の検討に対し補助 2,750 まちづくり推進局

補助先 吉野町 地域デザイン推進課

負担区分 県1/2・市町村1/2

市町村実施 （地域振興基金活用事業）

７ 経営資源の活用による行財政マネジメントを推進します。

担 当 部 局
事 業 名 事 業 内 容 金 額

・課 室 名

知事及び県議会議員選挙 知事及び県議会議員選挙にかかる執行経費 千円

執行経費 選挙執行経費、市町村交付金、選挙啓発経費 280,200 地 域 振 興 部

負担区分 県10/10 (債務負担行為 市 町 村 振 興 課

県・市町村実施 ○31 6,200)

財政調整基金積立金 地方財政法第７条第１項に基づく平成29年度決算剰

余金の積立て 910,000 総 務 部

県実施 負担区分 県10/10 財 政 課

給与改定に伴う増額 特別職及び一般職の職員の給与改定による増額

特別職

期末手当支給月数 ＋ 0.05月

一般職 543,123 全 部 局

給与の改定率 平均 0.2％ 総 務 部

勤勉手当支給月数 ＋ 0.05月 人 事 課

県実施 負担区分 県10/10、国1/3・県2/3
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【繰越明許費補正】

追 加

担 当 部 局
事 業 名 金 額 繰 越 理 由

・課 室 名

千円

林道整備事業 50,000 工法検討等に不測の日時を要したことによる 農 林 部

森 林 整 備 課

治山事業 120,000 同 上 農 林 部

森 林 整 備 課

高等学校災害復旧事業 123,400 工期の確保のため 教 育 委 員 会

学 校 支 援 課

繰越明許費 計 （３件） 293,400

【債務負担行為補正】

追 加
（単位：千円）

担 当 部 局
事 項 期間・限度額 補 正 理 由

・課 室 名

河川災害関連事業にかかる契 平成３１年度 工期の確保のため 県土マネジメント部

約（寺川外22河川）（再掲） 49,000 河 川 課

高等学校耐震化事業にかかる 平成３１年度から 同 上 教 育 委 員 会

契約（奈良朱雀高校外７校） 平成３４年度まで 学 校 支 援 課

（再掲） 1,408,092

なら食と農の魅力創造国際大 平成３１年度から 事業期間の確保のため 農 林 部

学校運営事業にかかる契約 平成３３年度まで 担 い 手 ・ 農 地

（再掲） 128,142 マネジメント課

ムジークフェストなら2019 平成３１年度 同 上 地 域 振 興 部

開催事業にかかる契約 78,400 文 化 振 興 課

（再掲）

知事及び県議会議員選挙執行 平成３１年度 同 上 地 域 振 興 部

にかかる契約 （再掲） 6,200 市 町 村 振 興 課

変 更
（単位：千円）

期 間 ・ 限 度 額 担 当 部 局
事 項 補 正 理 由

現 行 補 正 後 ・課 室 名

公共土木施設災害復旧事 平成３１年度から 平成３１年度から 工期の確保のため 県土マネジメント部

業にかかる契約（再掲） 平成３２年度まで 平成３２年度まで 砂防・災害対策課

1,374,000 2,580,000
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Ⅱ 条 例

１ 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

事務を処理することとする町村を追加するため、所要の改正をしようとするものである。

施行期日 平成３１年４月１日

２ 奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する

条例

県議会議員及び知事等の期末手当の額を改定するため、所要の改正をしようとするものである。

施行期日 平成３０年１２月２５日（一部 平成３１年４月１日）

３ 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

人事委員会の給与に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料、初任給調整手当、宿日直手当、

期末手当及び勤勉手当の額の改定等を行うため、所要の改正をしようとするものである。

施行期日 平成３０年１２月２５日（一部 平成３１年４月１日）

４ 奈良県税条例の一部を改正する条例

個人県民税の所得割の納税義務者が所得割の額から控除することができる寄附金を追加するた

め、所要の改正をしようとするものである。

施行期日 公布の日

５ 奈良県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例

条例の有効期限を延長するため、所要の改正をしようとするものである。

施行期日 公布の日

６ 建築基準法施行条例の一部を改正する条例

建築基準法及び建築基準法施行令の改正に伴い、自動車車庫等の構造に係る制限の一部を廃止

する等のため、所要の改正をしようとするものである。

施行期日 公布の日

７ 奈良県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例

奈良県立奈良高等学校の位置の特例を定めるため、所要の改正をしようとするものである。

施行期日 公布の日



- 9 -

Ⅲ 契約等

１ 道路整備事業にかかる請負契約の締結について

一般国道168号阪本工区（仮称）新阪本橋上部工事（地域連携道路事業（南部
工 事 名

・東部））

工 事 場 所 五條市大塔町阪本

１ 工 事 期 間 契約締結の日から平成３３年２月２６日まで

契 約 金 額 884,630,160円

大阪市西区新町２丁目４番２号
契約の相手方 川田工業株式会社 大阪支社

執行役員大阪支社長 星 谷 光 信

一般国道169号高取バイパス道路改良工事（函渠工事）（社会資本整備総合交
工 事 名

付金事業（道路改良））

工 事 場 所 高市郡高取町清水谷

工 事 期 間 契約締結の日から平成３３年３月２９日まで
２

契 約 金 額 988,997,040円

大豊・檜尾特定建設工事共同企業体
代表者 奈良市大宮町３丁目４番１０号－３０５

契約の相手方
大豊建設株式会社 奈良営業所
所長 小 網 行 広

２ 道路整備事業にかかる請負契約の変更について

一般国道169号高取バイパス（仮称）清水谷トンネル工事（社会資本整備総合
交付金事業（道路改良））

請負契約名
戸田・高崎特定建設工事共同企業体
代表者 戸田建設株式会社 奈良営業所

工 事 期 間 契約締結の日から平成３１年１月３１日まで
変 更 前

契 約 金 額 1,648,834,920円

工 事 期 間 契約締結の日から平成３１年１月３１日まで
変 更 後

契 約 金 額 1,598,844,960円

３ 奈良公園施設魅力向上事業にかかる請負契約の変更について

（仮称）登大路バスターミナル新築工事（建築工事）（県庁周辺地区交通環境
整備事業（社会資本）（主プロ））

請負契約名
奥村・山上特定建設工事共同企業体
代表者 株式会社 奥村組 奈良支店

工 事 期 間 契約締結の日から平成３０年１２月２８日まで
変 更 前

契 約 金 額 2,655,572,040円

工 事 期 間 契約締結の日から平成３０年１２月２８日まで
変 更 後

契 約 金 額 2,667,955,320円
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４ 公立大学法人奈良県立医科大学中期目標の制定について

地方独立行政法人法第２５条第１項の規定により中期目標を定めることについて、同条第３項

の規定により議決を求めるものである。

５ 地方独立行政法人奈良県立病院機構中期目標の制定について

地方独立行政法人法第２５条第１項の規定により中期目標を定めることについて、同条第３項

の規定により議決を求めるものである。

６ 奈良県道路公社の解散について

奈良県道路公社を解散することについて、地方道路公社法第３４条第５項の規定により、議決

を求めるものである。

７ 当せん金付証票の発売について

平成３１年度における本県の発売限度額 10,000,000千円以内

Ⅳ 報 告

１ 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告について

・国家賠償請求事件について

吉野簡易裁判所が行った吉野郡大淀町芦原地内の国道169号における道路管理瑕疵にかか

る国家賠償請求訴訟判決に不服があるため、奈良地方裁判所に控訴

平成３０年１０月２９日専決

・損害賠償額の決定について

道路管理瑕疵にかかる損害賠償額の決定 ８件

損害賠償額 571,444円

・損害賠償額の決定について

施設管理瑕疵にかかる損害賠償額の決定 １件

損害賠償額 64,800円

２ 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について

・自動車事故にかかる損害賠償額の決定について

自動車事故にかかる損害賠償額の決定 ５件

損害賠償額 795,345円


